
桶川都市計画地区計画の変更（桶川市決定） 

桶川都市計画下日出谷東地区地区計画を次のように変更する。 
告 示 年 月 日 
令 和  年  月  日 

名     称 下日出谷東地区 地区計画 

位     置 
桶川市下日出谷東一丁目、二丁目及び三丁目、大字下日出谷字東、大字下日出谷字高井及び字西の各一部、下日出谷西一丁目の一部、大字上日出谷字原新田の一部、 

鴨川一丁目の一部、泉一丁目及び二丁目の各一部 

面     積 約５８．５ｈａ 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地 区 計 画 

の 目 標 

本地区はＪＲ高崎線桶川駅の西側約１㎞に位置し、東西・南北の都市計画道路整備に伴い、首都圏中央連絡自動車道や隣接都市との連絡性が高い地区となっている。また、地

区に本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想に基づく地域生活拠点があり、地域における生活拠点としての役割と良好な住宅地としての居住環境

を形成し、利便性の高い安心して住み続けられる歩いて暮らせるまちづくりの形成を図る。 

土 地 利 用 

の 方 針 

 地域の緑地環境を活かして、良好な住宅地と環境面の調和に配慮する。また、日出谷地区における地域生活拠点にふさわしい土地利用をを図る。 

都市計画道路滝の宮線及び幹線道路沿いのＡ地区及びＢ地区は、それら沿道にふさわしい良好な土地利用を誘導する。また、Ｃ地区は、住環境に配慮し、土地の効率的な利用

を促進するため中層建築物を主体とする地区とし、Ｄ地区は、地域における幹線道路の沿道として、良好な土地利用を誘導する。Ｅ地区は、ゆとりある環境をもつ低層住宅を主

体とする地区とする。Ｆ地区は、中規模な沿道サービスを主体とする地区とし、Ｇ地区は、地域生活拠点の中心的役割を担う生活関連機能を備えた複合的生活利便施設を主体と

する地区とする。 

建 築 物 等 の 

整 備 の 方 針 

 地区計画の目標及び土地利用の方針に基づき、都市計画道路の沿道を含む地域生活拠点及びその周辺における良好な住宅地とが、それぞれ調和のとれたものとするために、そ

れぞれの地区の特性に応じて、建築物等の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高

さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限及びかき、又はさくの構造の制限を行う。 
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区 分 の 名 称 Ａ 地 区 Ｂ 地 区 Ｃ 地 区 Ｄ 地 区 Ｅ 地 区 Ｆ 地 区 Ｇ 地 区 

細区分の面積 約１３.６ｈａ 約３.１ｈａ 約２０.５ｈａ 約２.５ｈａ 約１３.２ｈａ 約１.６ｈａ 約４.０ｈａ 

建築物等の 

用途の制限 

 次に掲げる建築物は建築してはならない。 

(1)ホテルまたは旅館 

(2)自動車教習所 

(3)火薬類、ガス等の貯蔵及び処理施設（石油類

を除く） 

公衆浴場は建築してはならない。  次に掲げる建築物は建

築してはならない。 

(1)公衆浴場 

(2)ホテルまたは旅館 

(3)自動車教習所 

(4)火薬類、ガス等の貯蔵

及び処理施設（石油類を

除く） 

(5)ボーリング場、スケー

ト場、ゴルフ練習場及び

バッティング練習場 

(6)建築基準法別表第二

（は）項に掲げる建築物

以外の建築物の用途に

供するもので、その部分

の床面積が 500 ㎡を超

えるもの（ただし、同項

第５号）の規定により政

令で定める建築物を除

く） 

 次に掲げる建築物は建

築してはならない。 

(1)住宅、共同住宅 

(2)ホテルまたは旅館 

(3)自動車教習所 

(4)畜舎（ペットショッ

プ、動物病院に付属する

ものを除く） 

(5)倉庫業を営む倉庫 

(6)マージャン屋、ぱちん

こ屋、射的場、勝馬投票

券発売所、場外車券売場

その他これらに類する

もの（開放され一定の照

度が確保されているゲ

ームセンターを除く） 

(7)葬儀場 

(8)工場（パン屋、米屋、

豆腐屋、菓子屋その他こ

れらに類する食品製造

業を営むもの及び自転

車、自動車修理工場を除

く） 

(9)火薬類、ガス等の貯蔵

及び処理施設（石油類を

除く） 

建築物の延べ

面積の敷地面

積に対する割

合の最高限度 

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の

最高限度は次の表の右欄に掲げる数値とする。  

敷地面積 割  合 

300㎡以上 20/10 

300㎡未満 15/10 
 

－ 

建 築 物 の 

敷 地 面 積 の 

最 低 限 度 

１６５㎡ １２０㎡ １０，０００㎡ 

ただし、次の項目に該当する場合においてはこの限りでない。 

(1)地区計画の規定の適用の際、すでに上記に定める最低限度未満の建築物の敷地又は建築物のない敷地で、当該規定に適合しないこととなる敷地については、適用の際の敷地 

の面積を最低限度とする。 

(2)国、県及び市等が行う公共事業等の施行により建築物の敷地又は建築物のない敷地の敷地面積が減少した場合は、減少後の敷地面積を最低限度とする。 

 

壁 面 の 位 置 

の 制 限 

 

 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣

地境界線までの距離は次のとおりとする。 

１．０ｍ以上 

 

ただし、次の項目に該当する場合においては

この限りでない。 

(１)建築物の敷地が 165㎡未満の場合 

(２)外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さ

の合計が 3.0ｍ以下の建築物の部分 

(３)物置、その他これに類する用途に供するも

ので、軒の高さが 2.3ｍ以下で、かつ、床面積

の合計が 5.0㎡以内のもの 

(４)自動車車庫及び自転車車庫で、軒の高さ 

が 2.3ｍ以下のもの 

－ 

建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

道路境界線までの距離

は次のとおりとする。 

５．０ｍ以上 

 

ただし、次の項目に

該当する場合において

はこの限りでない。 

(1)物置、その他これに

類する用途に供する

もので、軒の高さが

2.3ｍ以下で、かつ、

床面積の合計が 5.0

㎡以内のもの 

(2)自動車車庫及び自 

転車車庫で、軒の高さ 

が 2.3ｍ以下のもの 

建築物等の高 

さの最高限度 
－ 

１５ｍ 

１２ｍ 

 北側斜線制限を第一

種低層住居専用地域と

同様とする。 

－ 

１２ｍ 

 北側斜線制限を第一

種低層住居専用地域と

同様とする。 
２５ｍ 

ただし、次の項目に該当する場合においては、

この限りでない。 

(1)階段室、昇降機塔、装飾塔その他これらに類

する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計

が当該建築物の建築面積の 1/8以内の場合にお

いては、その部分の高さは、５ｍまでは、当該

建築物の高さに算入しない。 

(2)棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類

する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入し

ない。 

ただし、次の項目に該当する場合においては、

この限りでない。 

(1)階段室、昇降機塔、装飾塔その他これらに類

する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計

が当該建築物の建築面積の 1/8以内の場合にお

いては、その部分の高さは、５ｍまでは、当該

建築物の高さに算入しない。 

(2)棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類

する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入し

ない。 

建 築 物 等 の 

形 態 又 は 

意 匠 の 制 限 

－ 

 建築物の屋根及び 

外壁の色彩は、次のと

おりとする。 

 周囲の景観と調和 

したもので、良好な景

観の形成に配慮した 

ものとする。 

かき又はさく 

の構造の制限 

道路に面する側のかき又はさくの構造は生垣、又は宅地地盤面から１．８ｍ以下のフェンス（透視可能なもの）とする。 

ただし、次の項目に該当する場合においてはこの限りではない。 

（１）宅地地盤面から０．６ｍまでの部分 

（２）門柱及びこれに付属するそで壁等でその長さの合計が１．５ｍ以内のもの及び門扉等で、その高さが宅地地盤面から１．８ｍ以下のもの 

「区域、地区の区分及び壁面の位置の制限については、計画図表示のとおり」 

理由／良好な沿道としての土地利用を誘導するため。 


